
■資料提供先：鳥取県政記者会、鳥取市政記者クラブ 

「千代川水系河川整備計画【大臣管理区間】（変更）（原案）」 

の公表及び意見募集について 

～地域の皆様の声をお寄せください～

記 

【変更原案閲覧・意見募集期間】 

 令和 4年 5月27日（金） ～令和4年6月27日（月） 

【変更原案閲覧場所】 

 令和 4年 5月27日（金） ～令和4年6月27日（月） 

① 国土交通省鳥取河川国道事務所ほか関係機関（右表のとおり）

② 国土交通省鳥取河川国道事務所ウェブサイトへ掲載 

      https://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/river/ 

seibi/index_file/index.html 

   【意見募集内容】 

     千代川水系河川整備計画【大臣管理区間】（変更）（原案）に関すること 

   【意見提出方法】 

① 意見募集はがき ②ファックス ③電子メール 

 令和 4年6月30日（木）必着 

    詳細は別添「意見募集チラシ」を参照ください。

問い合わせ先

国土交通省中国地方整備局 鳥取河川国道事務所

           副所長（河川） 村上
むらかみ

 友
とも

章
あき

  【担当】 工務第一課長 景山
かげやま

 繁
しげる

         ＴＥＬ  ０８５７－２２－８４３５ （代表）

お知らせ
記者発表資料 

配 付 日 
令和４年５月２７日 

国土交通省中国地方整備局では、千代川水系の大臣管理区間を対象に、河川整備や河川管理

の目標、具体的な実施内容をとりまとめた「千代川水系河川整備計画」を平成19年に策定し、こ

れに基づき河川整備や河川管理を行っています。 

この度、近年全国で発生している豪雨災害や気候変動等を踏まえ、「千代川水系河川整備計画

【大臣管理区間】（変更）（原案）」を公表し、河川法第１６条の２に基づき地域の皆さまのご意見 

を反映するため、下記のとおり変更原案の閲覧を行い、ご意見を募集します。 

※本資料は、鳥取河川国道事務所ホームページの「記者発表」ページでも公開しています。

   鳥取河川国道事務所HPアドレス http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/

中国地方整備局 情報公開室

鳥取河川国道事務所

鳥取河川国道事務所千代水出張所

鳥取河川国道事務所河原出張所

鳥取河川国道事務所殿ダム管理支所

鳥取県庁本庁舎１階 県民室

鳥取県東部庁舎１階 県民ホール

鳥取県八頭庁舎 別館１階 県民コーナー

本庁１階 ハートフルコーナー

国府町総合支所 産業建設課

河原町総合支所 産業建設課

用瀬町総合支所 産業建設

国土交通省

鳥取県

鳥取市
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